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中野区職員の特殊勤務手当に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第５項及び中野区職員の

給与に関する条例（昭和２６年中野区条例第１６

号）第１２条第３項の規定に基づき、職員の特殊

勤務手当に関する事項を定めることを目的とす

る。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第６項及び中野区職員の

給与に関する条例（昭和２６年中野区条例第１６

号）第１２条第３項の規定に基づき、職員の特殊

勤務手当に関する事項を定めることを目的とす

る。 

第２条～第９条 （略）  第２条～第９条 （略） 

   附 則 （略）    附 則 （略） 

 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき、

中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第６項の規定に基づき、

中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条～第２１条 （略） 第２条～第２１条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第５項並びに公立の義務

教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第６項並びに公立の義務

教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別



措置法（昭和４６年法律第７７号）第３条及び第

６条の規定に基づき、中野区立幼稚園教育職員の

給与その他の勤務条件について特例を定めるこ

とを目的とする。 

措置法（昭和４６年法律第７７号）第３条及び第

６条の規定に基づき、中野区立幼稚園教育職員の

給与その他の勤務条件について特例を定めるこ

とを目的とする。 

第２条～第５条 （略） 第２条～第５条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 


